
宇治市告示第５１号  

特定生産緑地（宇治市）の指定の解除について  

生産緑地法（昭和４９年法律第６８号）第１０条の６第１項の規定により特定生産緑地の指定を解除し

たため、同条第２項において準用する第１０条の２第４項の規定により告示します。  

なお、区域の解除図は、ホームページ及び宇治市都市整備部公園緑地課において、一般の縦覧に供しま

す。  

令和８年４月２２日 

                                   宇治市長  松村  淳子  

 

 

 

 

  番号     位置 特定生産緑地の面積  備考 

五－１ 五ケ庄西田地内   約０．２３ｈａ  

槇－４ 槇島町千足地内   約０．１９ｈａ 一部解除 

槇－６ 槇島町千足地内   約０．１０ｈａ  



（ 五－１地区 ）

特定生産緑地の変更

（令和８年４月２２日告示 ）

凡例

特定生産緑地

既指定区域

特定生産緑地

解除区域

生産緑地地区 100m

特定生産緑地解除箇所

（ 五－１－１ ・ ２ ・ ３ ）



（ 槇－４ ・槇－６地区 ）

特定生産緑地の変更

（令和８年４月２２日告示 ）

特定生産緑地解除箇所

（ 槇－４－１ ・ ２ ）

凡例

特定生産緑地

既指定区域

特定生産緑地

解除区域

生産緑地地区
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特定生産緑地解除箇所

（ 槇－６－１ ）


